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○宇都宮市サイクリングターミナル条例 

昭和58年３月23日 

条例第17号 

改正 昭和62年３月第21号 

平成３年12月第41号 

平成４年３月第29号 

平成７年12月第36号 

平成８年３月第24号 

平成９年３月第４号 

平成９年６月第30号 

平成11年12月第31号 

平成13年３月第18号 

平成14年３月第19号 

平成15年６月第31号 

平成16年12月第37号 

平成17年６月第61号 

（設置） 

第１条 市は，青少年の健全育成とスポーツの振興に寄与するため，サイクリングターミナ

ル（以下「ターミナル」という。）を設置する。 

２ ターミナルの名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 宇都宮市サイクリングターミナル 

位置 宇都宮市福岡町1074番地１ 

（事業） 

第２条 ターミナルにおいて行う事業は，次のとおりとする。 

(1) 宿泊のための施設の提供に関すること。 

(2) 集会のための施設の提供に関すること。 

(3) サイクリングのための自転車の貸付けに関すること。 

(4) その他市長が必要と認めた事業 

（使用の許可） 

第３条 ターミナル及び自転車を使用しようとする者は，市長の許可を受けなければならな

い。 
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２ 市長は，ターミナル及び自転車の管理上必要があると認めるときは，前項の許可に条件

を付することができる。 

（平13条例18・旧第４条繰上） 

（使用の制限） 

第４条 市長は，ターミナル及び自転車の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは，

その使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 

(2) 施設，設備，備品等をき損し，又は汚損する恐れがあるとき。 

(3) 管理上支障があるとき。 

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。 

（平13条例18・旧第５条繰上） 

（使用料） 

第５条 ターミナル及び自転車の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，別表

の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，規則で定める附属設備又は備品を使用する使用者は，その種

類に応じて3,150円を超えない範囲内において規則で定める額の使用料を納付しなけれ

ばならない。 

３ 使用者は，使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし，宿泊使用の場

合は，使用の終了と同時に納付するものとする。 

４ 市長は，前項ただし書の規定にかかわらず，宿泊使用の許可を受けようとする者に使用

料の一部を予約金として前納させることができる。 

５ 第１項の規定にかかわらず，市内に居住し，又は通学する高校生以下の者が次に掲げる

自転車を使用するときは，当該各号に定める使用料を徴収しない。 

(1) 一般車 一般又は中学生以下の区分に定められた２時間以内の使用料 

(2) 特殊車 一般又は中学生以下の区分に定められた１時間以内の使用料 

（平３条例41・平８条例24・平９条例４・平９条例30・一部改正，平13条例18・

旧第６条繰上，平14条例19・平15条例31・平16条例37・一部改正） 

（使用料の減免） 

第６条 市長は，特別の事由があると認めるときは，使用料の全部又は一部を免除すること

ができる。 

（平13条例18・旧第７条繰上） 
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（使用料の不還付） 

第７条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が特別な事由があると認めたときは，

その全部又は一部を還付することができる。 

（平13条例18・旧第８条繰上） 

（遵守事項） 

第８条 使用者は，ターミナル及び自転車の使用に当たつては，別に定める事項を遵守しな

ければならない。 

（平13条例18・旧第９条繰上） 

（指定管理者による管理） 

第９条 市長は，ターミナルの設置目的を効果的に達成するため，地方自治法（昭和22年

法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づく指定管理者（以下「指定管理者」という。）

にターミナルの管理を行わせることができる。 

（平17条例61・全改） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第10条 前条の規定により指定管理者にターミナルの管理を行わせる場合に当該指定管理

者が行う業務は，次に掲げる業務とする。 

(1) 第２条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

(2) ターミナル及び自転車の利用の許可及び制限に関する業務 

(3) ターミナルの維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める業務 

２ 前項に規定する場合において，第３条及び第４条の規定の適用については，これらの規

定中「市長」とあるのは，「指定管理者」とする。 

（平17条例61・追加） 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第11条 指定管理者は，この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い，適正

にターミナルの管理を行わなければならない。 

（平17条例61・追加） 

（利用料金） 

第12条 第10条第１項に規定する場合において，ターミナル及び自転車の利用許可を受け

た者（以下「利用者」という。）は，利用料金を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか，規則で定める附属設備又は備品を利用する利用者は，利用料
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金を指定管理者に納付しなければならない。 

３ 第５条から第７条までの規定は，利用料金については，適用しない。 

４ 第１項に規定する場合において，第３条の規定の適用については，同条の見出し及び同

条第１項中「使用」とあるのは「利用」とし，第４条の規定の適用については，同条（見

出しを含む。）中「使用」とあるのは「利用」とし，第８条の規定の適用については，同

条中「使用者」とあるのは「第３条第１項の許可を受けた者」と，「使用」とあるのは「利

用」とし，別表の規定の適用については，同表中「使用区分」とあるのは「利用区分」と，

「宿泊使用」とあるのは「宿泊利用」と，「使用」とあるのは「利用」とする。 

５ 利用者は，利用許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし，宿泊利用の

場合は，利用の終了と同時に納付するものとする。 

６ 指定管理者は，前項ただし書の規定にかかわらず，宿泊利用の許可を受けようとする者

に利用料金の一部を予約金として前納させることができる。 

７ 第１項の規定にかかわらず，市内に居住し，又は通学する高校生以下の者が次の各号に

掲げる自転車を利用するときは，当該各号に定める利用料金を徴収しない。 

(1) 一般車 一般又は中学生以下の区分により定める２時間以内の利用料金 

(2) 特殊車 一般又は中学生以下の区分により定める１時間以内の利用料金 

８ 指定管理者は，第１項及び第２項の利用料金を自己の収入として収受するものとする。 

（平17条例61・追加） 

（利用料金の承認） 

第13条 前条第１項の利用料金は，別表に定める金額の範囲内において，利用区分及び単

位ごとに指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する

ときも，同様とする。 

２ 前条第２項の利用料金は，第５条第２項の規則で定める額の範囲内で指定管理者があら

かじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも，同様とする。 

３ 市長は，利用料金が第９条の管理に係る業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当な

ものと認めるときは，前２項の承認を与えるものとする。 

４ 指定管理者は，第１項又は第２項の承認を受けたときは，速やかにその利用料金を公表

しなければならない。 

（平17条例61・追加） 

（利用料金の減免） 

第14条 指定管理者は，市長が特別の事由があると認めるときは，利用料金の全部又は一
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部を免除することができる。 

（平17条例61・追加） 

（利用料金の不還付） 

第15条 既に納付された利用料金は，還付しない。ただし，市長が特別な事由があると認

めるときは，その全部又は一部を還付することができる。 

（平17条例61・追加） 

（委任） 

第16条 この条例の施行について必要な事項は，市長が定める。 

（平17条例61・旧第10条繰下） 

附 則抄 

１ この条例は，規則で定める日から施行する。 

（昭和58年規則第32号で，昭和58年５月21日から施行） 

附 則（昭和62年３月20日条例第21号） 

この条例は，昭和62年４月１日から施行する。ただし，別表自転車の項の改正規定のう

ち特殊車に係る部分は，規則で定める日から施行する。 

附 則（平成３年12月20日条例第41号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

４ この条例の施行の際現に宇都宮市森林公園条例又は宇都宮市サイクリングターミナル

条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る使用料については，なお従前の例

による。 

附 則（平成４年３月24日条例第29号） 

この条例は，平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年12月19日条例第36号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する施設に宿泊

している者の当該宿泊に係る使用料については，なお従前の例による。 

附 則（平成８年３月22日条例第24号） 
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この条例は，平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月24日条例第４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

４ この条例の施行の際現にうつのみや平成記念子どものもり公園条例又は宇都宮市サイ

クリングターミナル条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る使用料につ

いては，なお従前の例による。 

附 則（平成９年６月23日条例第30号） 

この条例は，平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成11年12月17日条例第31号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成12年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

附 則（平成13年３月23日条例第18号） 

この条例は，平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月25日条例第19号） 

この条例は，平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年６月27日条例第31号） 

この条例は，平成15年７月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月27日条例第37号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は，平成17年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

３ 第26条の規定による改正後のうつのみや平成記念子どものもり公園条例及び第35条の

規定による改正後の宇都宮市サイクリングターミナル条例に規定する宿泊使用に係る使

用料の計算方法については，施行日の前日から施行日にかけての宿泊（以下「新計算方式

による宿泊」という。）に係る使用料の計算方法から適用し，新計算方式による宿泊前の

宿泊に係る使用料の計算方法については，なお従前の例による。 

附 則（平成17年６月24日条例第61号） 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第９条の規定により管理を委託しているサイクリン

グターミナルの管理については，地方自治法の一部を改正する法律（平成15年法律第81

号）の施行の日から起算して３年を経過する日（同日前に地方自治法第244条の２第３項

の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には，当該指定に係る期間の初日の

前日）までの間は，なお従前の例による。 

３ 指定管理者にサイクリングターミナルの管理を行わせる場合においては，当該管理を行

わせる日前にこの条例による改正前の宇都宮市サイクリングターミナル条例の規定によ

り市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為（同日以後の

使用に係るものに限る。）は，この条例による改正後の宇都宮市サイクリングターミナル

条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた

申請その他の行為とみなす。 

４ 指定管理者によるサイクリングターミナルの管理の開始の際現に宇都宮市サイクリン

グターミナル条例に規定する施設に宿泊している者の当該宿泊に係る料金の額について

は，第５条第１項の規定による使用料の額とする。 

別表（第５条，第13条関係） 

（平16条例37・全改，平17条例61・一部改正） 

使用区分 単位 金額 

ター

ミナ

ル 

宿泊使

用 

和室・洋

室 

1人1泊につ

き 

大人 2,730円

小中学校の児童生徒 1,990円

幼児（3歳以上） 1,360円

大広間 大人 2,520円

小中学校の児童生徒 1,890円

幼児（3歳以上） 1,260円

その他

の使用 

研修室 1時間につき1室 1,050円

和室 休憩1回に

つき4時間

以内 

1室 1,570円

大広間 大人 210円

小中学校の児童生徒 100円

自転

車 

一般車 1台につき 一般 2時間まで 310円 

2時間を超える場合超過時間1時
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間（超過時間1時間未満は1時間

とする。以下同じ。） 100円

中学生以下 2時間まで 150円 

2時間を超える場合超過時間1時

間 50円 

特殊車 1台につき 一般 1時間まで 310円 

1時間を超える場合超過時間1時

間 100円 

中学生以下 1時間まで 150円 

1時間を超える場合超過時間1時

間 50円 

 


